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F-224 ベンズブロマロン製剤（肝不全等）の算定について 

 

《令和 7 年 12 月 4 日新規》 

 

○ 取扱い 

1 適応傷病名と次の傷病名がある患者に対するベンズブロマロン製剤

（ユリノーム錠等）の算定は、原則として認められない。 

 ⑴ 肝不全 

 ⑵ 腎不全 

2 適応傷病名と腎（機能）障害がある患者に対するベンズブロマロン製

剤（ユリノーム錠等）の算定は、原則として認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 ベンズブロマロン製剤（ユリノーム錠等）については、添付文書の警告

の項に「副作用として肝障害が発生する場合がある」ことや「劇症肝炎等

の重篤な肝障害が主に投与開始 6か月以内に発現し、死亡等の重篤な転帰

に至る例も報告されている」ことが記載されている。さらに、禁忌の項に

「肝障害のある患者」、「高度の腎機能障害のある患者」が記載されている。

また、本医薬品の薬理作用が糸球体で濾過された尿酸が、腎臓近位尿細管

管腔側に存在する尿酸トランスポーター（URAT1）によって再吸収を阻

害し、尿酸排泄促進させる作用であることから、腎不全には有効性が期待

できない。 

 以上のことから、適応傷病名と上記 1 の傷病名のある患者に対する当該

医薬品の算定は、原則として認められないと判断した。 

 一方、レセプト上、単に腎（機能）障害の傷病名の併存をもって、高度

腎機能障害の状態であると判断することはできず、また、当該医薬品の効

能・効果や副作用等を熟知した主治医の慎重な判断のもとで用法・用量に

即し投与した場合の算定は妥当と考える。 

 以上のことから、適応傷病名と腎（機能）障害のある患者に対するベン

ズブロマロン製剤（ユリノーム錠等）の算定は、原則として認められると

判断した。 

 


